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議案第41号 

養父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について    

養父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年６月６日提出 

養父市長  広 瀬   栄 

 

養父市条例第 号 

   養父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

養父市国民健康保険税条例（平成16年養父市条例第64号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第２項ただし書中「63万円」を「65万円」に改め、同条第３項ただし

書中「19万円」を「20万円」に改める。 

第21条第１項中「63万円」を「65万円」に、「19万円」を「20万円」に改め

る。 

附則第２項中「同条中」を「同項中」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の養父市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第41号 養父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 新旧対照条文（下線の部分は改正部分） 

現          行 改      正      案 

（課税額） 

第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均

等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が63万円を超え

る場合においては、基礎課税額は、63万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が19万円を超

える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、19万円とする。 

４ （略） 

（国民健康保険税の減額） 

第21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が63万円を超える場合には、63万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が19万円を超える場合には、19万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

 (1)～(3) （略） 

 

２ （略） 

（課税額） 

第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均

等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超え

る場合においては、基礎課税額は、65万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が20万円を超

える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、20万円とする。 

４ （略） 

（国民健康保険税の減額） 

第21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が20万円を超える場合には、20万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

 (1)～(3) （略） 

 

２ （略） 
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現          行 改      正      案 

附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上である者に

係るものに限る。）の控除を受けた場合における第21条第１項の規定の適用につ

いては、同条中「法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額」

とあるのは「法第703条の５第１項に規定する総所得金額（所得税法第35条第３項

に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によって

計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。）及び山林所得金額

」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上である者に

係るものに限る。）の控除を受けた場合における第21条第１項の規定の適用につ

いては、同項中「法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額」

とあるのは「法第703条の５第１項に規定する総所得金額（所得税法第35条第３項

に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によって

計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。）及び山林所得金額

」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。 
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国民健康保険税課税限度額の改正について 
 

国民健康保険税の課税限度額については、地方税法施行令の改正により、国民健康保険税の課税

限度額は、医療分が 65万円（改正前 63万円）、後期支援分 20万円（改正前 19万円）、介護分が 17

万円と規定されました。 

 地方税法施行令で定める課税限度額に合わせるために、養父市国民健康保険税の課税限度額を改

正しようとするものです。 

 

医療分：国保被保険者の医療給付費などに充てられる費用についての保険税で、すべての被保

険者が対象。地方税法、国保税条例等では「基礎課税額」と表記。 

後期支援分：後期高齢者医療制度の被保険者にかかる医療給付費を支援するための保険税で、す

べての被保険者が対象。地方税法、国保税条例等では「後期高齢者支援金等課税額」と

表記。 

介護分：国保被保険者のうち、40歳以上 65歳未満（介護保険の第 2号被保険者）の介護保険

料相当分として係る保険税。地方税法、国保税条例等では「介護納付金課税額」と表

記。 

 

 

１ 改正内容 

 改正前 改正後 引き上げ額 

医 療 分 ６３万円  ６５万円 ２万円 

後 期 支 援 分 １９万円  ２０万円 １万円 

介 護 分 １７万円  １７万円 ― 

合 計 ９９万円 １０２万円 ３万円 

 

 

 

 

議案第41号 参考資料 
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２ 影響世帯数 

 （１）医療分   

 課税限度額 世帯数  

改 正 前 ６３万円 ２８  

改 正 後 ６５万円 
０ ２万円未満上昇する。 

２８ 限度額まで課税となり２万円上昇する。 

  

（２）後期支援分   

 課税限度額 世帯数  

改 正 前 １９万円 ３４  

改 正 後 ２０万円 
３ １万円未満上昇する。 

３１ 限度額まで課税となり１万円上昇する。 

※令和４年３月の被保険者の加入状況で改正前後を比較。 

 

 


